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　出産した日に国民健康保険に加入している人でも、会社の健康保険に1年以上加入していた
人（被扶養者を除く）が、その健康保険の資格を喪失してから（国保に加入してから）６カ月以
内に出産した場合、以前加入していた健康保険から出産育児一時金が支給されます。詳しく
は、加入していた健康保険にご確認ください。

出産育児一時金について

事故などにあったら必ず届出を！

国民健康保険税の納税通知書を発送します
　令和６年度国保税の納税通知書を７月１２日付けで世帯主あてに発送いたします。
　世帯主が国保加入者でない場合でも、同じ世帯に加入者がいれば、世帯主に納税通知書が送られます。
　納税通知書がお手元に届かない場合や、内容についてご不明な点がありましたら、税務課市民国保
税係（☎89-2126）までご連絡ください。

　１児につき、50万円が支給されます。（産科医療補償制度対象外などのときは48万8千円）。
　出産育児一時金は、出産費用として病院の支払いに充てることができます。これを直接支払制度
または受取代理制度といいます。この場合、出産費用が50万円未満の時は、
申請により差額を世帯主に支給します。なお、出産費用が50万円以上の場合は、
すでに全額支給されていることになりますので手続きは不要です。
　また、直接支払制度、受取代理制度を利用しない場合は、病院に出産費用
を全額お支払いした後に、出産育児一時金を受け取ることができます。

　交通事故などによるけがの治療に国保を使う場合は、届出が義務づけられています。
このような場合、国保は加害者が支払うべき医療費を一時的に立て替えるだけで、負担した医療費
は、後で被害者に代わって加害者に請求します。国保で支払った医療費を加害者に請求するために
は被害者からの届出が必要となりますので、すみやかにご連絡ください。傷病届等の作成などについ
ては、損害保険会社が援助することになっていますので、担当する損害保険会社に相談されること
をお勧めします。
　また、被害者と加害者が示談していたときは、その医療費を加害者に請求できなくなる場合があり
ますので、示談は慎重にしてください。示談成立の場合は、示談書の写しを国保の窓口に提出してく
ださい。

　令和６年度は税率に変更はありませんが、課税限度額について支援金等分が22万円から24万円へ
引き上げられました。
　課税限度額は、社会保険など他の保険とのバランスを考慮した引き上げとなっています。皆さまに
は、国保財政の健全な運営のためにご理解をお願いいたします。

　国保税には、世帯主と国保加入者等の軽減判定用所得が基準を下回る世帯について、均等割、平
等割の金額を軽減（７割・５割・２割）する制度があります。経済動向などを踏まえ、軽減基準が下
記のとおり緩和されました。
※未申告の方が世帯にいると、軽減制度に該当しません。

詳しい計算方法については、能代市のホームページをご覧いただくか、税務課市民国保税係（☎89-2126）までお問い合わせください。

年間国保税額 医　療　分 後期高齢者
支援金等分

介　護　分
（※40 ～ 64歳の人のみ）

＝ ＋ ＋

所得割
（加入者１人ごとに計算して合算）

均等割（１人あたり）
平等割（１世帯あたり）
課税限度額

（前年の所得－43万円）
×1.93%

5,800円×加入者数
5,100円
170,000円

（前年の所得－43万円）
×7.45%

17,300円×加入者数
20,700円
650,000円

（前年の所得－43万円）
×2.88%

6,600円×加入者数
8,000円
240,000円

前年中の軽減判定用所得が下記の金額以下の世帯
軽減割合

７割

５割

令和５年度
４３万円＋１０万円×（給与所得者等の数－１）
４３万円＋１０万円×（給与所得者等の数－１）
＋２９万円×（世帯内の被保険者数）
４３万円＋１０万円×（給与所得者等の数－１）
＋５３.５万円×（世帯内の被保険者数）

令和６年度
４３万円＋１０万円×（給与所得者等の数－１）
４３万円＋１０万円×（給与所得者等の数－１）
＋２９.５万円×（世帯内の被保険者数）
４３万円＋１０万円×（給与所得者等の数－１）
＋５４.５万円×（世帯内の被保険者数） ２割

①交通事故 ②けんか ③他人のペットにかまれた

④飲食店で発生した食中毒 ⑤スキーでの接触事故 ⑥建物や工事現場からの落下物
　によるけが

※なお、飲酒運転や無免許運転などの法令違反の場合は、国保は使えません。

令和６年度の国保税について

国保税の軽減基準が緩和されました

☆注 意☆

★このような例があります
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国保税の納付方法について 新しい高齢受給者証をお送りします

「限度額適用認定証」と「限度額適用・標準負担額減額認定証」は
毎年申請が必要です

納付が困難となる場合は早めにご相談を‼

　国保税は、特別徴収（年金天引き）または普通徴収（納付書か口座振替）で納めていただきます。
納付方法については、７月にお送りする納税通知書に記載されておりますので、必ずご確認ください。
特別徴収：偶数月ごとに年金から天引きして徴収します。
普通徴収：１年分を７月から９回に分けて納めていただきます。納付可能な店舗等は下記のとおりです。

　高齢受給者証には、７０歳から７４歳の国保加入者が医療機関で支
払う一部負担金の負担割合（２割または３割）が記載されています。毎
年８月１日を基準日として一部負担金の負担割合を再判定しています。
所得の修正申告や世帯の変更があったときなどは、負担割合が変わる
場合があります。
※医療機関などで診療を受けるときは、保険証と一緒に必ず提示し
てください。

　高額な治療を受けるときは、病院や薬局の窓口で「限度額適用認定
証」などを提示することで、１つの医療機関に支払う１ヵ月の一部負担
金の支払いが限度額までになります。
　認定証は、申請した月の１日からの適用となり、有効期限は毎年７月
３１日です。引き続き使用する場合は申請が必要です。
　なお、区分は住民税の課税状況によって変わります。また、国保税
に納め忘れ（滞納）があると交付できない場合があります。

※７０歳～７４歳の方で上記の区分に該当しない場合は、保険証と高齢受給者証のみで限度額が
適用になります。区分は、高齢受給者証をお送りする際にお知らせしていますが、不明な場
合は市民保険課（☎89-2166）にお問い合わせください。

７０歳から７４歳までの下記区分の人と、７０歳未満で認定証をお持ちの人には、７月中に申請書を
郵送します。

※コンビニ・スマートフォン決済アプリ・郵便局で納付した分を市が確認できるま
で１週間程度かかります。
　納付後すぐに納税証明書が必要な場合は納付書で納付し、必ず「領収書」を持参
の上、証明書発行窓口にご提示ください。
※令和５年度から納付書に地方税統一QRが印字され、全国の地方税統一QR対
応金融機関で納付することができます。また、「地方税お支払いサイト」により
クレジットカード払いやインターネットバンキングなどを利用することもできま
す。ただし、納税額のほかに決済手数料などが必要となることもあります。詳し
くは「地方税お支払いサイト」をご確認ください。

　納付を口座振替にすることで、国保税の納め忘れを防ぐことができます。
　キャッシュカードで簡単に口座振替の登録ができる、ペイジー口座振替受付サービスを実施してい
ます。どうぞご利用ください。

詳しくは、能代市のホームページをご覧いただくか、税務課収納対策室（☎89-2128）まで
お問い合わせください。

　国保税の納付が困難となったときは、納期をさらに分割したり、猶予できる場合があります。
　また、特別な事情等がある場合には、申請すると減免が認められることもあります。減免の申請
をする方は、添付書類とともに納期の７日前までに申請してください。（納期未到来分のものが対象
です）

【問い合わせ先】

コンビニ等

住民税の課税状況

課 税世 帯

非課税世帯

認定証の種類

限度額適用・標準負担額減額認定証

限度額適用認定証

年　齢

７０歳未満

７０歳～７４歳

７０歳未満

７０歳～７４歳

ア・イ・ウ・エ

現役並みⅠ・Ⅱ

オ

低所得者Ⅰ・Ⅱ

区　分

納付書の裏面をご確認ください。（全国の店舗及びスマートフォン決済アプリで納付できます）

郵　便　局 東北６県内の郵便局（ゆうちょ銀行）
※秋田県以外の一部の簡易郵便局では取り扱いできない場合があります。

金融機関の
本店・支店

秋田銀行、北都銀行、青森銀行、みちのく銀行、羽後信用金庫、秋田県信用組合、東北労働金庫、
あきた白神農業協同組合、秋田やまもと農業協同組合、全国の地方税統一QR対応金融機関

能代市役所 本庁 会計課（㉛番窓口）、二ツ井地域局 総務企画課（⑧番窓口）、富根出張所、
市民サービスセンター（イオン能代店3階）

【口座振替がおすすめです】

納 税 相 談

減 免 申 請

税務課収納対策室（㉔㉕番窓口） ☎８９-２１２８
二ツ井地域局総務企画課（⑧番窓口） ☎７３-２１１２
税務課市民国保税係（㉖番窓口） ☎８９-２１２６
二ツ井地域局総務企画課（⑧番窓口） ☎７３-２１１２

【問い合わせ先】

一部負担金の
負担割合

対象となる人

２割 ３割

○住民税の課税所得１４５
万円以上の人
○住民税の課税所得１４５
万円以上の７０歳から
７４歳の国保加入者が
同じ世帯にいる人

○非課税世帯の人
○本人及び同じ世帯の７０
歳から７４歳の国保加入
者の住民税の課税所得
が１４５万円未満の人

保険証と
一緒に提示を！

リンク先は
「地方税お支払いサイト」
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国保税の納付方法について 新しい高齢受給者証をお送りします

「限度額適用認定証」と「限度額適用・標準負担額減額認定証」は
毎年申請が必要です

納付が困難となる場合は早めにご相談を‼

　国保税は、特別徴収（年金天引き）または普通徴収（納付書か口座振替）で納めていただきます。
納付方法については、７月にお送りする納税通知書に記載されておりますので、必ずご確認ください。
特別徴収：偶数月ごとに年金から天引きして徴収します。
普通徴収：１年分を７月から９回に分けて納めていただきます。納付可能な店舗等は下記のとおりです。

　高齢受給者証には、７０歳から７４歳の国保加入者が医療機関で支
払う一部負担金の負担割合（２割または３割）が記載されています。毎
年８月１日を基準日として一部負担金の負担割合を再判定しています。
所得の修正申告や世帯の変更があったときなどは、負担割合が変わる
場合があります。
※医療機関などで診療を受けるときは、保険証と一緒に必ず提示し
てください。

　高額な治療を受けるときは、病院や薬局の窓口で「限度額適用認定
証」などを提示することで、１つの医療機関に支払う１ヵ月の一部負担
金の支払いが限度額までになります。
　認定証は、申請した月の１日からの適用となり、有効期限は毎年７月
３１日です。引き続き使用する場合は申請が必要です。
　なお、区分は住民税の課税状況によって変わります。また、国保税
に納め忘れ（滞納）があると交付できない場合があります。

※７０歳～７４歳の方で上記の区分に該当しない場合は、保険証と高齢受給者証のみで限度額が
適用になります。区分は、高齢受給者証をお送りする際にお知らせしていますが、不明な場
合は市民保険課（☎89-2166）にお問い合わせください。

７０歳から７４歳までの下記区分の人と、７０歳未満で認定証をお持ちの人には、７月中に申請書を
郵送します。

※コンビニ・スマートフォン決済アプリ・郵便局で納付した分を市が確認できるま
で１週間程度かかります。

　納付後すぐに納税証明書が必要な場合は納付書で納付し、必ず「領収書」を持参
の上、証明書発行窓口にご提示ください。

※令和５年度から納付書に地方税統一QRが印字され、全国の地方税統一QR対
応金融機関で納付することができます。また、「地方税お支払いサイト」により
クレジットカード払いやインターネットバンキングなどを利用することもできま
す。ただし、納税額のほかに決済手数料などが必要となることもあります。詳し
くは「地方税お支払いサイト」をご確認ください。

　納付を口座振替にすることで、国保税の納め忘れを防ぐことができます。
　キャッシュカードで簡単に口座振替の登録ができる、ペイジー口座振替受付サービスを実施してい
ます。どうぞご利用ください。

詳しくは、能代市のホームページをご覧いただくか、税務課収納対策室（☎89-2128）まで
お問い合わせください。

　国保税の納付が困難となったときは、納期をさらに分割したり、猶予できる場合があります。
　また、特別な事情等がある場合には、申請すると減免が認められることもあります。減免の申請
をする方は、添付書類とともに納期の７日前までに申請してください。（納期未到来分のものが対象
です）

【問い合わせ先】

コンビニ等

住民税の課税状況

課 税世 帯

非課税世帯

認定証の種類

限度額適用・標準負担額減額認定証

限度額適用認定証

年　齢

７０歳未満

７０歳～７４歳

７０歳未満

７０歳～７４歳

ア・イ・ウ・エ

現役並みⅠ・Ⅱ

オ

低所得者Ⅰ・Ⅱ

区　分

納付書の裏面をご確認ください。（全国の店舗及びスマートフォン決済アプリで納付できます）

郵　便　局 東北６県内の郵便局（ゆうちょ銀行）
※秋田県以外の一部の簡易郵便局では取り扱いできない場合があります。

金融機関の
本店・支店

秋田銀行、北都銀行、青森銀行、みちのく銀行、羽後信用金庫、秋田県信用組合、東北労働金庫、
あきた白神農業協同組合、秋田やまもと農業協同組合、全国の地方税統一QR対応金融機関

能代市役所 本庁 会計課（㉛番窓口）、二ツ井地域局 総務企画課（⑧番窓口）、富根出張所、
市民サービスセンター（イオン能代店3階）

【口座振替がおすすめです】

納 税 相 談

減 免 申 請

税務課収納対策室（㉔㉕番窓口） ☎８９-２１２８
二ツ井地域局総務企画課（⑧番窓口） ☎７３-２１１２
税務課市民国保税係（㉖番窓口） ☎８９-２１２６
二ツ井地域局総務企画課（⑧番窓口） ☎７３-２１１２

【問い合わせ先】

一部負担金の
負担割合

対象となる人

２割 ３割

○住民税の課税所得１４５
万円以上の人
○住民税の課税所得１４５
万円以上の７０歳から
７４歳の国保加入者が
同じ世帯にいる人

○非課税世帯の人
○本人及び同じ世帯の７０
歳から７４歳の国保加入
者の住民税の課税所得
が１４５万円未満の人

保険証と
一緒に提示を！

リンク先は
「地方税お支払いサイト」
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　出産した日に国民健康保険に加入している人でも、会社の健康保険に1年以上加入していた
人（被扶養者を除く）が、その健康保険の資格を喪失してから（国保に加入してから）６カ月以
内に出産した場合、以前加入していた健康保険から出産育児一時金が支給されます。詳しく
は、加入していた健康保険にご確認ください。

出産育児一時金について

事故などにあったら必ず届出を！

国民健康保険税の納税通知書を発送します
　令和６年度国保税の納税通知書を７月１２日付けで世帯主あてに発送いたします。
　世帯主が国保加入者でない場合でも、同じ世帯に加入者がいれば、世帯主に納税通知書が送られます。
　納税通知書がお手元に届かない場合や、内容についてご不明な点がありましたら、税務課市民国保
税係（☎89-2126）までご連絡ください。

　１児につき、50万円が支給されます。（産科医療補償制度対象外などのときは48万8千円）。
　出産育児一時金は、出産費用として病院の支払いに充てることができます。これを直接支払制度
または受取代理制度といいます。この場合、出産費用が50万円未満の時は、
申請により差額を世帯主に支給します。なお、出産費用が50万円以上の場合は、
すでに全額支給されていることになりますので手続きは不要です。
　また、直接支払制度、受取代理制度を利用しない場合は、病院に出産費用
を全額お支払いした後に、出産育児一時金を受け取ることができます。

　交通事故などによるけがの治療に国保を使う場合は、届出が義務づけられています。
このような場合、国保は加害者が支払うべき医療費を一時的に立て替えるだけで、負担した医療費
は、後で被害者に代わって加害者に請求します。国保で支払った医療費を加害者に請求するために
は被害者からの届出が必要となりますので、すみやかにご連絡ください。傷病届等の作成などについ
ては、損害保険会社が援助することになっていますので、担当する損害保険会社に相談されること
をお勧めします。
　また、被害者と加害者が示談していたときは、その医療費を加害者に請求できなくなる場合があり
ますので、示談は慎重にしてください。示談成立の場合は、示談書の写しを国保の窓口に提出してく
ださい。

　令和６年度は税率に変更はありませんが、課税限度額について支援金等分が22万円から24万円へ
引き上げられました。
　課税限度額は、社会保険など他の保険とのバランスを考慮した引き上げとなっています。皆さまに
は、国保財政の健全な運営のためにご理解をお願いいたします。

　国保税には、世帯主と国保加入者等の軽減判定用所得が基準を下回る世帯について、均等割、平
等割の金額を軽減（７割・５割・２割）する制度があります。経済動向などを踏まえ、軽減基準が下
記のとおり緩和されました。
※未申告の方が世帯にいると、軽減制度に該当しません。

詳しい計算方法については、能代市のホームページをご覧いただくか、税務課市民国保税係（☎89-2126）までお問い合わせください。

年間国保税額 医　療　分 後期高齢者
支援金等分

介　護　分
（※40 ～ 64歳の人のみ）

＝ ＋ ＋

所得割
（加入者１人ごとに計算して合算）

均等割（１人あたり）
平等割（１世帯あたり）
課税限度額

（前年の所得－43万円）
×1.93%

5,800円×加入者数
5,100円
170,000円

（前年の所得－43万円）
×7.45%

17,300円×加入者数
20,700円
650,000円

（前年の所得－43万円）
×2.88%

6,600円×加入者数
8,000円
240,000円

前年中の軽減判定用所得が下記の金額以下の世帯
軽減割合

７割

５割

令和５年度
４３万円＋１０万円×（給与所得者等の数－１）
４３万円＋１０万円×（給与所得者等の数－１）
＋２９万円×（世帯内の被保険者数）
４３万円＋１０万円×（給与所得者等の数－１）
＋５３.５万円×（世帯内の被保険者数）

令和６年度
４３万円＋１０万円×（給与所得者等の数－１）
４３万円＋１０万円×（給与所得者等の数－１）
＋２９.５万円×（世帯内の被保険者数）
４３万円＋１０万円×（給与所得者等の数－１）
＋５４.５万円×（世帯内の被保険者数） ２割

①交通事故 ②けんか ③他人のペットにかまれた

④飲食店で発生した食中毒 ⑤スキーでの接触事故 ⑥建物や工事現場からの落下物
　によるけが

※なお、飲酒運転や無免許運転などの法令違反の場合は、国保は使えません。

令和６年度の国保税について

国保税の軽減基準が緩和されました

☆注 意☆

★このような例があります


